
○日向市広告掲載要綱 

平成 20年 7月 10日 

告示第 116号 

(目的) 

第 1条 この告示は、市の保有する資産を広告媒体として活用し、民間企業等

の広告を掲載することによって、市の新たな財源を確保するとともに、市民サ

ービスの向上及び地域経済の活性化に資することを目的とする。 

(定義) 

第 2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(1) 広告媒体 次に掲げるもので、市長が適当と認めるものをいう。 

ア 市の刊行物及び印刷物 

イ 市が管理するホームページ 

ウ その他市の保有する資産で広告の掲載又は掲出が可能なもの 

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することをい

う。 

(広告掲載の基本的な考え方) 

第 3条 広告掲載を行う広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならな

いため、当該広告の内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を有す

るものでなければならない。 

(広告掲載の基準) 

第 4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載を行わない。 

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの 

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの 

(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの 

(4) 政治性又は宗教性のあるもの 

(5) 意見広告又は個人の宣伝に関するもの 

(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの 

(7) 美観風致を害するおそれのあるもの 

(8) その他広告を掲載することが適当でないと市長が認めるもの 

2 前項に定めるもののほか、広告掲載を行う広告に関する基準は、別に定める。 

(広告の規格等) 

第 5条 広告の規格、掲載位置、掲載期間、広告掲載料等は、広告媒体ごとに

別に定める。 

(広告の募集) 



第 6条 広告の募集は、市の広報紙又は市が管理するホームページへの掲載そ

の他の適宜な方法により行うものとする。 

(広告掲載の申込み) 

第 7条 広告掲載をしようとするもの(以下「申込者」という。)は、広告掲載

申込書(様式第 1号)に広告の原稿を添えて、市長に提出しなければならない。 

(広告掲載の決定) 

第 8条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、広告の内容等につ

いて審査し、広告掲載の可否を決定するものとする。 

2 広告掲載の決定に当たっては、申込者の数が募集した広告の規定数を超える

ときは、次に掲げる順位によるものとする。 

(1) 第 1順位 公共的団体、公益を目的とする事業を行う法人又は団体その他

これらに類するものが行う広告 

(2) 第 2順位 民間企業のうち市内に事務所又は事業所を有するものが行う広

告 

(3) 第 3順位 第 1順位及び第 2順位に掲げる広告以外の広告 

3 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、広告掲載可否決定通知書(様式

第 2号)により申込者に通知するものとする。 

4 申込者が市税を課税されているものである場合は、当該市税に滞納がないこ

とを広告掲載の決定の要件とする。 

(広告掲載料の納付) 

第 9条 広告掲載の決定を受けたもの(以下「広告主」という。)は、市長が指

定する期日までに広告掲載料を納付しなければならない。 

(広告主の責務) 

第 10条 広告主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 広告の内容等に瑕疵かし、虚偽、誤記等がないこと。 

(2) 広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと。 

(3) 広告に関連する財産権について、その権利処理が完了していること。 

2 広告主は、前項各号に掲げる事項に対し、第三者からの苦情、被害救済、損

害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決しなければ

ならない。 

(広告掲載の取消し) 

第 11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取

り消すことができる。 

(1) 広告主が、指定された期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。 

(2) その他広告主の責めに帰する理由により広告掲載が適当でなくなったと

き。 

http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/reiki/reiki_honbun/q6071219001.html#y1
http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/reiki/reiki_honbun/q6071219001.html#y2
http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/reiki/reiki_honbun/q6071219001.html#y2


2 市長は、前項の規定により広告掲載の決定を取り消したときは、広告掲載決

定取消通知書(様式第 3号)により広告主に通知するものとする。 

(広告掲載料の還付) 

第 12条 既に納付された広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに

帰することのできない理由により広告掲載ができなくなったときは、この限り

でない。 

(広告審査委員会) 

第 13条 第 8条第 1項に規定する審査を行うため、日向市広告審査委員会(以

下「審査会」という。)を置く。 

2 審査会は、委員 10人以内をもって組織し、委員は、市職員のうちから市長

が任命する。 

3 審査会に委員長を置き、委員長は、総務部長をもって充てる。 

4 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。 

5 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名

する委員が、その職務を代理する。 

(会議) 

第 14条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。 

2 委員長は、会議の議長となる。 

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委

員長の決するところによる。 

5 委員長は、特に必要があると認めたときは、会議に委員以外の関係者の出席

を求め、意見又は説明を求めることができる。 

(庶務) 

第 15条 審査会の庶務は、財政課において処理する。 

(委任) 

第 16条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/reiki/reiki_honbun/q6071219001.html#y3
http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/reiki/reiki_honbun/q6071219001.html#j8_k1


様式第 1号(第 7条関係) 

  

広告掲載申込書 

  

年  月  日 

  

 日向市長 様 

  

申込者 住所又は所在地                

商号又は名称                

代表者氏名          印     

  

 日向市広告掲載要綱第 7条の規定により、下記のとおり原稿を添えて広告掲

載を申し込みます。 

 なお、申込みに当たり、市税の納税状況を調査し、確認することについて同

意します。 

記 

1 広告媒体の名称 

  

2 広告内容 

 

 

http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/reiki/reiki_honbun/word/712190011.doc


様式第 2号(第 8条関係) 

広告掲載可否決定通知書 

第   号 

年  月  日 

          様 

日向市長          印 

  

    年 月 日付けで申込みのあった広告掲載については、下記のとおり

決定したので、日向市広告掲載要綱第 8条第 3項の規定により通知します。 

記 

  

1 広告掲載する 

 (1) 広告掲載する期間等 

 (2) 広告掲載料           円 

 (3) 広告掲載料の納付期限   年 月 日 

2 広告掲載しない 

 理由 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/reiki/reiki_honbun/word/712190021.doc


様式第 3号(第 11条関係) 

  

広告掲載決定取消通知書 

  

第   号 

年  月  日 

          様 

日向市長          印 

  

    年 月 日付け第 号で決定した広告掲載については、下記により決

定を取り消したので、日向市広告掲載要綱第 11条第 2項の規定により通知しま

す。 

記 

1 決定を取り消した理由 

 

http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/reiki/reiki_honbun/word/712190031.doc

